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表１　令和２年度の税率等・課税限度額

区分 令和２年度 令和元年度 引き上げ率・額
（参考）都

標準税率

医
療
分

所得割 ５．８０％ ５．７０％ ０．１０％ ６．６７％

被保険者均等割 ２９,９００円 ２６，６００円 ３，３００円 ３８,９２８円

課税限度額 ６３０，０００円 ６１０，０００円 ２０,０００円 ６３０,０００円

支
援
金
分

所得割 １．８５％ １．８０％ ０．０５％ ２．４６％

被保険者均等割 １０,２００円 ９，６００円 ６００円 １４,０７９円

課税限度額 １９０，０００円 １９０，０００円 据え置き １９０,０００円

介
護
分

所得割 １．６５％ １．６５％ 据え置き ２．２５％

被保険者均等割 １０，５００円 ９，８００円 ７００円 １６,５４３円

課税限度額 １７０，０００円 １６０，０００円 １０,０００円 １７０,０００円

表２　減額対象世帯

減額割合 令和２年度 令和元年度

７割軽減 変更なし
世帯全体の所得が

３３万円以下

５割軽減

世帯全体の所得が３３万円＋（国

保加入者数＋特定同一世帯所属者

数）×２８万５千円以下

世帯全体の所得が３３万円＋（国

保加入者数＋特定同一世帯所属者

数）×２８万円以下

２割軽減

世帯全体の所得が３３万円＋（国

保加入者数＋特定同一世帯所属者

数）×５２万円以下

世帯全体の所得が３３万円＋（国

保加入者数＋特定同一世帯所属者

数）×５１万円以下

※世帯（世帯主と国保加入者および特定同一世帯所属者）

※�特定同一世帯所属者数…国民健康保険加入者が７５歳になり、後

期高齢者医療制度に移行した後も７５歳未満で引き続き国民健康

保険加入者がいる世帯の場合、移行した後期高齢者医療制度加入

者数

国
民
健
康
保
険
加
入
者
へ

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
差
額
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

国
民
年
金
の
付
加
年
金
を
利
用
し
て

老
齢
基
礎
年
金
額
を
増
や
し
ま
せ
ん
か
？

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
伴
う

傷
病
手
当
金
を
支
給
し
ま
す

対 

象
者　

次
の
い
ず
れ
に
も
該

当
す
る
方

▽�

青
梅
市
国
民
健
康
保
険
ま
た

は
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に

加
入
し
て
い
る
方

▽�

給
与
等
の
支
払
い
を
受
け
て

い
る
方

▽�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
感
染
、
ま
た
は
発
熱
等

の
症
状
が
あ
り
感
染
が
疑
わ

れ
た
場
合
に
、
療
養
の
た
め

労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
方

支 

給
期
間　

労
務
に
服
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
日
か

ら
起
算
し
て
、
３
日
を
経
過

し
た
日
か
ら
労
務
に
服
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
期
間

支 

給
額　

１
日
当
た
り
の
支
給

額
（
直
近
の
継
続
し
た
３
カ

月
間
の
給
与
収
入
の
合
計
額

を
就
労
日
数
で
除
し
た
金

額
）×
３
分
の
２
×
日
数（
支

給
対
象
と
な
る
日
数
）

※�

１
日
当
た
り
の
支
給
額
は
、

上
限
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

給
与
等
の
全
部
ま
た
は
一
部

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場

合
は
、
支
給
額
が
調
整
さ
れ

た
り
、
支
給
さ
れ
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。

適 

用
期
間　

令
和
２
年
１
月
１

日
～
９
月
30
日
で
療
養
の
た

め
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
期
間
（
た
だ
し
、
入

院
が
継
続
す
る
場
合
等
は
最

長
１
年
６
か
月
ま
で
）

申 

請
方
法

▽�

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
方
…
郵
送
で
保
険
年
金

課
へ

▽�

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加

入
し
て
い
る
方
…
郵
送
で
都

広
域
連
合
へ

※�

申
請
に
は
医
師
の
意
見
書
や

事
業
主
の
証
明
が
必
要
で

す
。
状
況
に
よ
り
提
出
書
類

等
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
事

前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
い
合
わ
せ

▽�

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
方
…
保
険
年
金
課
給
付

係
▽�

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加

入
し
て
い
る
方
…
都
広
域
連

合「
お
問
合
わ
せ
セ
ン
タ
ー
」

☎
０
５
７
０
・
086
・
519
、
市

保
険
年
金
課
後
期
高
齢
者
医

療
係

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る

国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
減
免

対 

象
の
世
帯　

次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
こ
と

①�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
に
よ
り
、
主
た
る
生

計
維
持
者
が
死
亡
し
、
ま

た
は
重
篤
な
傷
病
を
負
っ

た
世
帯

②�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
に
よ
り
、
主

た
る
生
計
維
持
者
の
収
入

の
減
少
が
見
込
ま
れ
、
次

の
⑴
～
⑶
に
該
当
す
る
世

帯

　

�　

世
帯
の
主
た
る
生
計
維

持
者
に
つ
い
て
、
⑴
事
業

収
入
や
給
与
収
入
な
ど
、

種
類
ご
と
に
見
た
収
入
の

い
ず
れ
か
が
、
前
年
に
比

べ
て
10
分
の
３
以
上
減
少

す
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と

⑵
前
年
の
合
計
所
得
金
額

が
１
千
万
円
以
下
で
あ
る

こ
と
⑶
収
入
減
少
が
見
込

ま
れ
る
種
類
の
所
得
以
外

の
前
年
の
合
計
所
得
金
額

が
400
万
円
以
下
で
あ
る
こ

と
減 

免
額　

①
に
該
当
…
全
額

免
除
②
に
該
当
…
表
１
の

減
免
対
象
保
険
税
（
料
）

額
に
表
２
の
減
免
割
合
を

か
け
た
金
額

※�

主
た
る
生
計
維
持
者
の
事

業
等
の
廃
止
や
失
業
の
場

合
は
、
前
年
の
合
計
所
得

金
額
に
か
か
わ
ら
ず
、
表

１
で
算
出
し
た
減
免
対
象

保
険
税
（
料
）
額
の
全
額

が
免
除
さ
れ
ま
す
。

対 

象
と
な
る
保
険
税(

料)

　

令
和
元
年
度
分
・
２
年
度

分
の
保
険
税(

料)

で
、

▽
普
通
徴
収
…
令
和
２
年

２
月
１
日
～
３
年
３
月
31

日
に
納
期
限
が
到
来
す
る

も
の
▽
特
別
徴
収
…
令
和

２
年
２
月
１
日
～
３
年
３

月
31
日
に
特
別
徴
収
対
象

の
年
金
給
付
の
支
払
い
日

が
設
定
さ
れ
て
い
る
も
の

申 

請
方
法
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の

た
め
、
郵
送
で
保
険
年
金

課
へ

※
持
参
も
可

※�

必
要
書
類
等
は
、
市
ホ
ー

表１　減免対象保険税（料）額の計算式

減免対象保険税（料）額＝Ａ×Ｂ÷Ｃ

Ａ：�世帯の被保険者全員について算定した保険税（料）額

Ｂ：�世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる
前年の所得金額

Ｃ：�主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計
所得金額

前年の合計所得金額 減免割合

３００万円以下 全額

４００万円以下 １０分の８

５５０万円以下 １０分の６

７５０万円以下 １０分の４

１千万円以下 １０分の２

表２　減免割合

　

市
で
は
、
国
民
健
康
保
険

に
加
入
し
て
い
る
方
を
対
象

に
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
差

額
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

　

こ
の
通
知
は
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
に
切
り
替
え
た
場

合
に
発
生
す
る
自
己
負
担
額

の
差
額
の
一
例
を
記
載
し
た

も
の
で
す
。

　

対
象
と
な
る
方
は
、
薬
の

処
方
を
受
け
て
お
り
、
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
切
り
替

え
る
こ
と
に
よ
り
、
薬
代
の

自
己
負
担
額
を
一
定
金
額
以

上
軽
減
で
き
る
と
見
込
ま
れ

る
方
で
す
。

　

な
お
、
こ
の
通
知
に
よ
る

医
療
費
の
支
払
い
や
還
付
金

は
発
生
し
ま
せ
ん
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
は

▽�

先
発
医
薬
品
（
新
薬
）
の

特
許
が
切
れ
た
後
に
販
売

さ
れ
る
、
基
本
的
に
先
発

医
薬
品
と
同
じ
有
効
成

分
・
効
能
・
効
果
を
持
つ

医
薬
品
の
こ
と
で
す
。

▽�

先
発
医
薬
品
に
比
べ
安
価

で
経
済
的
で
す
。
薬
代
の

自
己
負
担
の
軽
減
に
な
り

ま
す
。

▽�

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を

希
望
す
る
場
合
は
、医
師
・

薬
剤
師
へ
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

問 

い
合
わ
せ　

保
険
年
金
課

給
付
係

　

国
民
年
金
に
は
、
将
来
受
け

取
る
老
齢
基
礎
年
金
を
増
や
し

た
い
方
の
た
め
に
、
付
加
年
金

の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

申
し
込
ん
だ
月
の
分
か
ら
、

国
民
年
金
の
定
額
保
険
料
に
加

え
て
付
加
保
険
料（
月
額
400
円
）

を
納
め
る
と
、
老
齢
基
礎
年
金

の
年
金
額
に
上
乗
せ
し
て
支
給

さ
れ
ま
す
。

対
象
者　

国
民
年
金
第
１
号
被

保
険
者
ま
た
は
任
意
加
入

被
保
険
者
（
65
歳
以
上
の
方

を
除
く
）

※
保
険
料
の
全
額
・
一
部
免
除
、

納
付
猶
予
、
学
生
納
付
特
例

を
受
け
て
い
る
方
、
国
民
年

金
基
金
加
入
者
、
老
齢
基
礎

年
金
受
給
者
は
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
。

上
乗
せ
さ
れ
る
付
加
年
金
の
計

算
式
は
付
加
保
険
料
納
付
月
数

×
200
円

★
例
…
付
加
保
険
料
（
400
円
）

を
10
年
（
120
月
）
納
付
し
た

場
合

▽
納
め
た
付
加
保
険
料
総
額
…

400
円
×
10
年
（
120
月
）
＝

４
万
８
千
円

▽�

毎
年
受
け
取
れ
る
付
加
年
金

額
…
200
円
×
10
年
（
120
月
）

＝
２
万
４
千
円

ム
ペ
ー
ジ
（
記
事
Ｉ
Ｄ
…

１
９
３
８
７
）
参
照
ま
た

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
い
合
わ
せ

▽�

国
民
健
康
保
険
税
…
保
険

年
金
課
資
格
賦
課
係

▽�

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

…
保
険
年
金
課
後
期
高
齢

者
医
療
係

　

年
２
万
４
千
円
の
付
加
分
が

老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
額
に
上

乗
せ
さ
れ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

国
民
年
金
を
受
け
取
り
始
め
て

２
年
を
越
え
る
と
、
納
め
た
付

加
保
険
料
総
額
を
上
回
る
計
算

に
な
り
ま
す
。

申
し
込
み　

年
金
手
帳
、
認
め

印
、
本
人
確
認
書
類
を
お
持

ち
の
う
え
、
保
険
年
金
課
国

民
年
金
係
へ

　

※
郵
送
も
可

　

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

は
、
構
成
年
齢
が
高
く
、
医
療

技
術
が
高
度
化
す
る
な
ど
に
よ

り
、
医
療
費
が
年
々
増
加
し
て

い
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
医
療

費
を
賄
う
国
民
健
康
保
険
税
収

入
の
確
保
が
難
し
く
財
源
不
足

が
続
い
て
い
ま
す
。
こ
の
不
足

令
和
２
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税

を
補
う
た
め
に
、
市
の
一
般
会

計
か
ら
繰
入
金
と
い
う
形
で
多

額
の
赤
字
補
て
ん
を
し
て
お

り
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
り
入

れ
は
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
に
大
き

な
影
響
を
与
え
ま
す
。

　

平
成
30
年
度
か
ら
は
、
都
が

財
政
運
営
の
中
心
的
な
役
割
を

担
う
こ
と
に
な
り
、
市
に
納
め

て
い
た
だ
い
た
国
民
健
康
保
険

税
を
都
へ
納
付
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
こ
の
都
へ
納
付
す

る
金
額
に
対
し
、
市
の
国
民
健

康
保
険
税
収
入
額
が
不
足
す
る

こ
と
か
ら
、
令
和
２
年
度
の
国

民
健
康
保
険
税
の
税
率
等
を
改

定
し
ま
し
た
。（
表
１
参
照
）

　

ま
た
、
地
方
税
法
施
行
令
の

一
部
改
正
に
伴
い
、
国
民
健
康

保
険
税
課
税
限
度
額
の
引
き
上

げ
と
国
民
健
康
保
険
税
が
減
額

と
な
る
対
象
世
帯
を
拡
大
し
ま

し
た
。（
表
２
参
照
）

　

令
和
２
年
度
の
国
民
健
康
保

険
税
の
納
税
通
知
書
は
、
７
月

初
旬
に
世
帯
主
へ
送
付
し
ま
す

の
で
、
納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

問 

い
合
わ
せ　

保
険
年
金
課
資

格
賦
課
係


